
担
当

学
生

数
実

習
指

導
者

の
要

件
受

入
人

数

医
師

6
年

（
課

程
）

科
目

の
規

定
は

な
い

が
、

「
平

成
2
8
年

度
医

学
・
歯

学
教

育
指

導
者

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
参

加
者

ア
ン

ケ
ー

ト
」
に

よ
る

と
、

学
内

で
の

実
習

に
つ

い
て

は
4
1
～

5
0
週

間
を

必
修

と
し

て
行

っ
て

い
る

大
学

が
最

も
多

い
。

1
週

間
＝

3
5
時

間
と

し
て

計
算

す
る

と
、

4
1
～

5
0
週

間
は

1
,4

3
5
～

1
,7

5
0
時

間
と

な
る

。
（
な

お
、

学
内

で
の

実
習

に
加

え
て

、
学

外
で

の
実

習
も

必
修

と
し

て
課

し
て

い
る

大
学

も
あ

る
）

科
目

の
規

定
な

し
科

目
の

規
定

な
し

-
-

-

歯
科

医
師

6
年

（
課

程
）

科
目

の
規

定
は

な
い

が
、

「
平

成
2
8
年

度
医

学
・
歯

学
教

育
指

導
者

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
参

加
者

ア
ン

ケ
ー

ト
」
に

よ
る

と
、

学
内

で
の

実
習

に
つ

い
て

は
4
1
～

5
0
週

間
を

必
修

と
し

て
行

っ
て

い
る

大
学

が
最

も
多

い
。

1
週

間
＝

3
5
時

間
と

し
て

計
算

す
る

と
、

4
1
～

5
0
週

間
は

1
,4

3
5
～

1
,7

5
0
時

間
と

な
る

。
（
な

お
、

学
内

で
の

実
習

に
加

え
て

、
学

外
で

の
実

習
も

必
修

と
し

て
課

し
て

い
る

大
学

も
あ

る
）

科
目

の
規

定
な

し
科

目
の

規
定

な
し

-
-

-

薬
剤

師
6
年

（
課

程
）

計
2
0
単

位
（
省

令
）

時
間

数
換

算
→

7
0
0
時

間
～

9
0
0
時

間
科

目
の

規
定

な
し

科
目

の
規

定
な

し
-

-

看
護

師
3
年

以
上

（
学

校
及

び
養

成
所

の
場

合
）

計
2
3
単

位
（
省

令
）

時
間

数
換

算
→

6
9
0
～

1
,0

3
5
時

間
科

目
の

規
定

な
し

科
目

の
規

定
な

し
-

・
適

当
な

実
習

指
導

者
の

指
導

が
行

わ
れ

る
こ

と
。

（
省

令
）

看
護

単
位

ご
と

に
1
0

名
を

限
度

と
す

る
こ

と
。

（
養

成
所

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

）

管
理

栄
養

士
4
年

計
4
単

位
（
省

令
）

時
間

数
換

算
→

1
単

位
=
4
5
時

間
と

し
て

計
算

す
る

（
通

知
）
と

、
1
8
0
時

間

計
2
単

位
（
省

令
）

時
間

数
換

算
→

3
0
～

6
0
時

間
科

目
の

規
定

な
し

-
-

-

3
年

以
上

（
学

校
及

び
養

成
所

の
場

合
）

計
1
2
単

位
（
省

令
）

時
間

数
換

算
→

3
6
0
～

5
4
0
時

間
科

目
の

規
定

な
し

科
目

の
規

定
な

し
-

・
適

当
な

実
習

指
導

者
の

指
導

が
行

わ
れ

る
こ

と
。

（
省

令
）

・
言

語
聴

覚
士

の
免

許
を

受
け

た
後

5
年

以
上

法
第

2
条

に
掲

げ
る

業
務

に
従

事
し

た
者

で
、

か
つ

、
当

該
施

設
に

お
い

て
専

ら
法

第
2
条

に
掲

げ
る

業
務

に
従

事
し

て
い

る
こ

と
（
養

成
所

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

）
。

た
だ

し
、

平
成

1
8
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
間

は
、

言
語

聴
覚

士
の

免
許

の
取

得
に

つ
い

て
は

こ
の

限
り

で
な

い
こ

と
。

(平
成

1
0
年

養
成

所
指

導
要

領
）

-

4
年

（
大

学
で

の
指

定
科

目
の

場
合

）
科

目
の

規
定

あ
り

（
告

示
）
。

時
間

数
・
単

位
数

の
規

定
な

し
。

科
目

の
規

定
な

し
科

目
の

規
定

な
し

-
-

-

精
神

保
健

福
祉

士
4
年

（
大

学
で

の
指

定
科

目
の

場
合

）
2
1
0
時

間
（
省

令
）

9
0
時

間
（
省

令
）

9
0
時

間
（
省

令
）

実
習

演
習

担
当

教
員

の
員

数
は

、
実

習
演

習
科

目
ご

と
に

そ
れ

ぞ
れ

学
生

2
0
人

に
つ

き
１

人
以

上
と

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 （
省

令
）

実
習

指
導

者
（
実

習
施

設
等

に
お

い
て

精
神

保
健

福
祉

援
助

実
習

を
指

導
す

る
者

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
は

、
精

神
保

健
福

祉
士

の
資

格
を

取
得

し
た

後
、

相
談

援
助

の
業

務
に

3
年

以
上

従
事

し
た

経
験

を
有

す
る

者
で

あ
っ

て
、

か
つ

、
実

習
指

導
者

を
養

成
す

る
た

め
に

行
う

講
習

会
で

あ
っ

て
厚

生
労

働
大

臣
が

別
に

定
め

る
基

準
を

満
た

す
も

の
と

し
て

あ
ら

か
じ

め
厚

生
労

働
大

臣
に

届
け

出
ら

れ
た

も
の

を
修

了
し

た
者

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 （
省

令
）

実
習

施
設

等
に

お
け

る
実

習
指

導
者

に
つ

い
て

は
、

第
1
条

第
8
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

当
分

の
間

、
児

童
福

祉
法

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
1
6
4
号

）
に

定
め

る
児

童
福

祉
司

、
精

神
保

健
及

び
精

神
障

害
者

福
祉

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
1
2
3
号

）
に

定
め

る
精

神
保

健
福

祉
相

談
員

、
社

会
福

祉
法

（
昭

和
2
6
年

法
律

第
4
5
号

）
に

定
め

る
福

祉
に

関
す

る
事

務
所

に
置

か
れ

る
同

法
第

1
5
条

第
1
項

第
1
号

に
規

定
す

る
所

員
、

知
的

障
害

者
福

祉
法

（
昭

和
3
5
年

法
律

第
3
7
号

）
に

定
め

る
知

的
障

害
者

福
祉

司
若

し
く
は

心
神

喪
失

等
の

状
態

で
重

大
な

他
害

行
為

を
行

っ
た

者
の

医
療

及
び

観
察

等
に

関
す

る
法

律
（
平

成
1
5
年

法
律

第
1
1
0
号

）
に

定
め

る
社

会
復

帰
調

整
官

又
は

平
成

2
7
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
お

い
て

第
1
条

第
8
項

に
規

定
す

る
講

習
会

に
相

当
す

る
も

の
と

し
て

厚
生

労
働

大
臣

が
認

め
る

研
修

の
課

程
を

修
了

し
た

者
を

実
習

指
導

者
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 （

省
令

（
附

則
）
）

一
の

実
習

施
設

等
に

お
け

る
精

神
保

健
福

祉
援

助
実

習
に

つ
い

て
指

導
を

行
う

実
習

指
導

者
の

数
は

、
同

時
に

指
導

を
行

う
学

生
5
人

に
つ

き
1
人

以
上

と
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 （

省
令

）

言
語

聴
覚

士

- - 一
 　

学
校

教
育

法
（
昭

和
2
2
年

法
律

第
2
6
号

）
に

基
づ

く
大

学
（
大

学
院

及
び

短
期

大
学

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）
又

は
こ

れ
に

準
ず

る
教

育
施

設
に

お
い

て
、

教
授

、
准

教
授

、
助

教
又

は
講

師
と

し
て

、
精

神
保

健
福

祉
士

の
養

成
に

係
る

実
習

又
は

演
習

の
教

授
に

関
し

5
年

以
上

の
経

験
を

有
す

る
者

二
 　

学
校

教
育

法
に

基
づ

く
専

修
学

校
の

専
門

課
程

又
は

各
種

学
校

の
専

任
教

員
と

し
て

、
精

神
保

健
福

祉
士

の
養

成
に

係
る

実
習

又
は

演
習

の
教

授
に

関
し

5
年

以
上

の
経

験
を

有
す

る
者

三
 　

精
神

保
健

福
祉

士
の

資
格

を
取

得
し

た
後

、
相

談
援

助
の

業
務

に
5
年

以
上

従
事

し
た

経
験

を
有

す
る

者
四

 　
精

神
保

健
福

祉
士

の
養

成
に

係
る

実
習

及
び

演
習

の
教

員
と

し
て

必
要

な
知

識
及

び
技

能
を

修
得

さ
せ

る
た

め
に

行
う

講
習

会
で

あ
っ

て
、

厚
生

労
働

大
臣

が
別

に
定

め
る

基
準

を
満

た
す

も
の

と
し

て
あ

ら
か

じ
め

厚
生

労
働

大
臣

に
届

け
出

ら
れ

た
も

の
を

修
了

し
た

者
そ

の
他

そ
の

者
に

準
ず

る
も

の
と

し
て

厚
生

労
働

大
臣

が
別

に
定

め
る

者
（
省

令
）

③
実

習
指

導
科

目
の

単
位

数
・
時

間
数

②
演

習
科

目
の

単
位

数
・
時

間
数

- - - - -

①
実

習
科

目
の

単
位

数
・
時

間
数

各
国

家
資

格
に

お
け

る
実

習
科

目
、

演
習

科
目

、
実

習
指

導
科

目
に

関
す

る
規

定

大
学

・
学

校
・
養

成
施

設

実
習

科
目

、
演

習
科

目
又

は
実

習
指

導
科

目
の

担
当

教
員

の
要

件
資

格
名

修
業

年
限

実
習

施
設

第
３

回
公

認
心

理
師

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

等
検

討
会

ワ
ー

キ
ン

グ
チ

ー
ム 参

考
資

料
２

平
成

２
８

年
１

２
月

９
日


